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多摩地区自治体初！健康経営優良法人に認定 

～職員の健康から始まる「より信頼される市役所づくり」～ 

 

八王子市役所は、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人２０２６（大規模法

人部門）」に、清瀬市と並び、多摩地区の自治体として初めて認定されました。 

今回の申請にあたっては、包括連携協定に基づき、東京海上日動火災保険株式会社

より、申請に向けた準備についてご支援をいただきました。 

今回の認定をゴールではなく一つの通過点とし、今後も健康経営を市役所運営の基

盤の一つとして定着させてまいります。 

職員の健康を支える取り組みを継続・発展させることで、組織全体の活力向上を図

り、市民の皆様から信頼される市役所づくりと、地域全体の幸福度向上に貢献してま

いります。 

 

１ これまでの取り組み 

本市では、職員の心身の健康を市役所運営の重要な柱として位置づけ、以下のとお

り健康を支える職場環境づくりを進めてきました。 

（１）若手職員を中心としたワーキンググループによる課題抽出 

（２）健康経営推進会議の設置 

（３）「健康経営基本方針」の策定 

（４）初宿市長による「健康経営宣言」  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞総務部 安全衛生管理課長 松野 電話０４２－６２０－７２０５ 
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２ 健康経営優良法人認定結果  

  健康経営優良法人２０２６は申請した４,１７５法人中、３,７６５法人が認定さ

れました。 

うち地方自治体は全国２２団体、東京都内は３団体（墨田区、清瀬市、八王子市） 

 

申請法人数 認定法人数 内）地方自治体数 

４,１７５ ３,７６５ ２２ 

 （令和８年３月９日１５時３０分発表） 

 

３ その他 

本市の健康経営の詳細については、以下ホームページをご覧ください。 

 

 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/012/p000000.html 

 


